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紹
介
と
批
評

大
山
　
梓
著

『
旧
条
約
下
に
於
け
る
開
市

開
港
の
研
究
－
日
本
に
於
け
る
外
国
人
居
留
地
』

　
日
本
に
お
い
て
条
約
改
正
の
研
究
が
な
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
。
山
本
茂
氏
、

川
島
信
太
郎
氏
に
よ
り
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
条
約
改
正
史
の
研
究
に
続
い
て
、

外
国
側
資
料
の
参
酌
に
ょ
つ
て
従
来
の
見
解
の
誤
り
を
訂
正
し
た
下
村
冨
士
男

氏
の
労
作
『
明
治
初
年
条
約
改
正
史
の
研
究
』
（
昭
和
三
七
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、

外
交
交
渉
の
背
景
に
あ
る
輿
論
の
究
明
に
注
目
し
、
民
問
流
布
の
一
般
刊
行
物

か
ら
そ
の
テ
ー
マ
を
掘
り
下
げ
た
稲
生
典
太
郎
氏
の
著
書
『
日
本
外
交
思
想
史

論
考
　
第
一
ー
条
約
改
正
論
の
展
開
』
（
昭
和
四
二
年
、
小
峯
書
店
）
と
戦
後

注
目
す
べ
き
研
究
が
行
わ
れ
て
来
た
が
、
．
こ
こ
に
紹
介
す
る
大
山
氏
の
著
書
は

開
市
開
港
、
居
留
地
制
度
に
限
定
し
て
そ
れ
を
条
約
改
正
の
外
交
交
渉
と
関
連

さ
せ
て
論
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
た
て
割
り
の
条
約
改
正
史
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
領
事
裁
判
権
も
関
税
協
定
権
も
主
と
し
て
開

港
市
場
の
居
留
地
を
背
景
に
行
使
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
従
来
よ
り
一
段

高
所
に
立
つ
た
研
究
と
も
い
え
る
の
で
あ
つ
て
、
条
約
敢
正
史
研
究
に
新
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋
四
八
　
　
　
（
四
二
八
）

奥
行
を
提
供
す
る
と
い
つ
た
意
味
で
高
く
評
価
出
来
よ
う
。

　
著
者
大
山
梓
民
は
京
都
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
軍
務
な
ど
に
服
さ
れ
た
後
外

務
省
に
お
い
て
目
本
外
交
文
書
の
編
纂
に
従
事
さ
れ
る
か
た
わ
ら
、
明
治
大
学

講
師
と
し
て
教
鞭
を
と
ら
れ
、
ま
た
「
国
際
法
外
交
雑
誌
」
「
ア
ジ
ア
研
究
」

「
季
刊
国
際
政
治
」
な
ど
学
界
機
関
誌
に
随
時
寄
稿
さ
れ
る
な
ど
篤
学
の
士
と

し
て
知
ら
れ
て
居
る
．

二

　
本
書
の
内
容
の
紹
介
に
移
る
．

　
第
一
章
「
安
政
条
約
と
附
属
取
極
」
は
、
本
書
の
い
わ
ば
総
論
の
部
分
を
な

す
も
の
で
、
安
政
五
国
条
約
に
お
け
る
条
約
規
定
と
開
市
開
港
、
附
属
取
極
と

開
市
開
港
、
行
政
規
則
と
土
地
制
度
の
三
項
目
か
ら
な
つ
て
い
る
。
著
者
は
旧

条
約
が
施
行
さ
れ
た
際
開
市
場
と
開
港
場
の
区
別
は
極
め
て
明
白
で
あ
つ
た
と

し
て
、
開
市
場
”
居
留
の
条
約
国
人
が
土
地
を
賃
借
し
、
建
物
を
購
入
し
、
住

宅
倉
庫
を
建
築
す
る
権
利
を
有
す
る
区
域
、
開
港
場
n
逗
留
の
条
約
国
人
が
単

に
建
物
を
賃
借
す
る
権
利
を
有
す
る
区
域
、
す
な
わ
ち
条
約
上
、
相
対
借
家
の

雑
居
地
と
原
則
は
定
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
（
三
頁
－
五
頁
）
。
し
か
し
附
属
取

極
に
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
地
方
官
憲
レ
ベ
ル
と
領
事
の
み
な
ら
ず
時
と
し

て
は
幕
府
責
任
者
と
公
使
の
間
に
約
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て

開
市
場
、
開
港
場
の
原
則
が
無
視
さ
れ
た
形
で
締
結
ざ
れ
た
り
、
ま
た
領
事
側

の
一
方
曲
規
定
、
さ
ら
に
は
条
約
国
人
側
の
原
則
逸
脱
の
行
動
が
慣
習
化
す
る

な
ど
原
則
は
原
則
と
し
て
確
立
し
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
問
題

が
生
じ
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
居
留
地
に
お
け
る
借
地
権
取
得
の
方
法
、



自
治
行
政
の
状
態
、
地
方
賦
課
の
実
情
等
外
国
行
政
の
変
遷
に
つ
い
て
も
．
各

居
留
地
ご
と
に
資
料
を
整
理
し
て
提
出
し
て
い
る
の
も
本
章
の
特
徴
で
あ
る
．

　
第
二
章
「
三
港
開
港
と
居
留
地
」
は
、
一
八
五
九
年
七
月
に
条
約
国
人
の
居

留
貿
易
の
た
め
長
崎
、
函
館
、
横
浜
の
居
留
地
に
つ
い
て
論
じ
た
為
の
で
あ

る
．
著
者
は
「
各
開
港
場
お
よ
び
開
市
場
の
史
的
考
察
上
、
最
初
に
開
か
れ
た

長
崎
、
箱
館
、
神
奈
川
の
三
港
と
、
二
都
二
港
開
市
開
港
延
期
の
後
、
開
か
れ

た
大
坂
、
江
戸
の
二
都
、
兵
庫
、
新
潟
ま
た
は
西
海
岸
の
港
の
二
港
の
開
港
と

で
は
、
単
に
開
か
れ
た
時
期
を
異
に
す
る
ぽ
か
り
で
な
く
、
■
条
約
取
極
の
方
針

に
お
い
て
も
、
両
者
は
相
違
し
、
し
た
が
つ
て
最
初
に
開
か
れ
た
三
港
と
、
後

に
開
か
れ
た
二
都
二
港
と
の
区
分
を
要
す
る
」
（
四
三
頁
y
と
指
摘
し
、
さ
ら

に
、
最
初
に
開
か
れ
た
三
港
間
に
も
「
港
則
」
、
「
地
所
規
則
」
等
領
事
側
が
一

方
的
に
作
成
し
た
ケ
ー
ス
と
、
日
本
側
の
奉
行
と
の
合
意
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ

た
ケ
ー
ス
等
に
分
類
し
て
論
じ
て
い
る
．

　
第
三
章
「
二
都
二
港
開
市
開
港
問
題
と
居
留
地
」
は
、
前
章
に
引
続
き
、
神

戸
、
大
坂
、
東
京
、
新
潟
お
よ
び
夷
港
の
各
開
港
市
場
の
外
人
居
留
地
に
つ
い

て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
条
約
改
正
と
居
留
地
」
は
、
端
的
に
云
え
ば
居
留
地
問
題
を
中
心

に
フ
ォ
ロ
ー
し
た
条
約
改
正
史
で
あ
る
。
岩
倉
大
使
の
派
遣
か
ら
、
寺
島
．
井

上
、
大
隈
、
陸
奥
と
居
留
地
制
度
の
廃
止
に
至
る
ま
で
歴
代
外
務
卿
、
外
相
の

条
約
改
正
交
渉
を
居
留
地
の
観
点
か
ら
跡
付
け
た
ユ
ニ
ー
ク
な
章
で
あ
る
。
新

事
実
の
開
陳
も
あ
り
、
読
み
ご
た
え
の
あ
る
章
と
な
つ
て
い
る
．

「
結
論
」
の
部
分
で
著
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
』
居
留
地
制
度
の
史
的
沿
革

は
、
幕
府
と
交
代
し
た
新
政
府
成
立
の
際
、
若
干
の
失
策
が
あ
つ
て
も
、
外
交
、

　
　
　
　
紹
介
と
’
批
評

当
局
者
が
、
概
ね
国
権
回
収
に
多
大
の
犠
牲
を
も
顧
み
ず
、
ま
た
居
留
地
行
政

に
対
し
て
も
、
主
に
放
任
主
義
を
避
け
、
『
国
の
中
の
小
外
国
』
の
形
成
を
阻
ま

ん
と
し
、
一
定
区
画
の
地
方
的
乃
至
市
政
的
事
項
と
難
ど
も
、
関
係
諸
国
民
の

代
表
の
管
治
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
望
ま
な
か
つ
た
。
か
く
て
幕
末
以
来
、
他
の

ア
ジ
ア
諸
国
と
異
り
、
外
圧
に
対
す
る
対
応
の
相
違
が
示
さ
れ
、
『
国
の
中
の

小
外
国
』
の
形
成
が
阻
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
つ
た
。
…
5
（
二
八
五
頁
）
．

「
附
録
」
に
は
、
著
者
が
蒐
集
さ
れ
た
次
の
一
〇
種
類
の
附
属
取
極
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
一
「
長
崎
地
所
規
則
」
、
二
「
箱
館
地
所
規
則
」
、
三
「
横
浜
居
留

地
覚
書
」
、
四
「
横
浜
居
留
地
改
造
及
競
馬
場
墓
地
等
約
書
」
、
五
「
兵
庫
港
並

大
坂
に
於
て
外
国
人
居
留
地
を
定
む
る
取
極
」
、
六
「
外
国
人
江
戸
に
居
留
す

る
取
極
」
、
七
「
新
潟
佐
州
夷
港
外
国
人
居
留
取
極
」
、
八
「
横
浜
外
国
人
居
留

地
取
締
規
則
」
、
九
「
大
坂
兵
庫
外
国
人
居
留
地
約
定
書
」
、
十
「
東
京
に
外
国

人
居
留
す
る
規
則
附
録
」
。

三

　
以
上
、
簡
単
に
内
容
を
紹
介
し
て
来
た
が
、
著
者
の
功
績
は
次
の
諸
点
に
あ

る
と
言
え
よ
う
．

　
第
一
は
、
新
史
料
の
発
見
で
あ
る
。
第
三
章
の
長
崎
居
留
地
に
お
け
る
外
人

自
治
廃
止
の
経
過
を
長
崎
図
書
館
文
書
か
ら
発
掘
し
た
こ
と
は
、
外
務
省
記
録

の
焼
失
、
長
崎
市
役
所
編
『
長
崎
市
史
』
に
も
そ
の
点
に
つ
い
て
の
言
及
が
な

い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
極
め
て
貴
重
な
発
見
で
あ
り
、
同
様
な
こ
と
は

．
「
箱
館
地
所
規
則
」
の
英
文
を
函
館
市
立
図
書
館
文
書
か
ら
発
掘
し
た
こ
と
に

つ
い
て
も
言
え
る
。
以
上
の
二
史
料
は
巻
末
に
附
録
と
し
て
他
の
史
料
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
　
　
　
（
四
二
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

に
収
め
ら
、
れ
て
居
り
（
二
九
一
ー
三
〇
二
頁
）
、
今
後
の
研
究
者
に
と
つ
て
益
す

る
所
大
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
は
、
著
者
自
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
…
…
学
問
の
発
展
の
た
め
、
先

学
・
友
人
の
所
論
に
対
し
て
も
、
常
に
批
判
を
怠
ら
ず
、
時
に
率
直
に
異
論
を

唱
え
、
或
は
疑
問
を
提
出
し
た
」
（
三
二
六
頁
）
点
で
あ
る
、
例
え
ば
第
一
章
に

お
い
て
開
港
場
、
開
市
場
に
お
い
て
条
約
原
期
は
あ
つ
た
が
、
付
属
取
極
に
問

題
が
あ
つ
た
り
、
条
約
国
人
側
が
恣
意
的
に
解
釈
し
た
結
果
問
題
が
生
じ
た
の

で
あ
つ
て
、
例
え
ぽ
ハ
リ
ス
条
約
の
日
本
訳
の
「
只
商
売
を
為
す
間
に
の
み
逗

留
す
る
事
を
得
べ
し
」
は
、
幕
府
側
の
「
意
識
的
誤
訳
で
あ
ろ
う
』
と
す
る
石

井
孝
教
授
説
、
「
安
政
条
約
の
相
対
借
家
の
雑
居
地
は
居
留
地
設
定
ま
で
の
暫

定
措
置
で
あ
つ
た
」
と
す
る
川
崎
房
五
郎
氏
説
を
覆
え
し
、
前
述
の
事
情
の
た

め
開
港
市
場
の
実
情
は
、
居
留
と
逗
留
の
区
別
も
実
際
に
行
わ
な
か
つ
た
と
明

言
す
る
．
第
二
章
に
お
い
て
も
「
兵
庫
の
ご
と
き
は
全
く
横
浜
の
規
則
を
準
則

と
せ
し
も
の
と
お
も
は
れ
た
り
」
と
す
る
田
辺
太
一
『
幕
末
外
交
談
』
の
所
説

の
誤
り
を
訂
正
し
、
「
大
坂
兵
庫
約
定
書
は
、
条
約
諸
国
が
三
港
開
港
の
実
験
に

基
き
、
新
政
府
当
局
者
の
外
交
経
験
未
熟
に
乗
じ
、
居
留
地
自
治
の
予
算
を
計

上
せ
し
め
、
民
留
民
に
便
利
な
新
取
極
を
求
め
、
開
市
開
港
に
臨
ん
だ
も
の
で

あ
つ
た
」
（
五
八
頁
）
と
す
る
。
第
三
章
で
は
、
新
潟
に
お
け
る
外
人
の
居
住
形

態
す
な
わ
ち
雑
居
と
借
地
制
度
に
関
し
て
同
地
に
は
居
留
地
が
設
定
さ
れ
ず
、

従
つ
て
永
代
借
地
も
存
在
し
な
か
つ
た
事
実
を
立
証
し
、
「
新
潟
に
は
永
代
借

地
権
が
設
定
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
下
村
冨
士
男
氏
等
の
唱
え
る
通
説
を
覆
し

て
い
る
。
既
に
紹
介
し
た
結
論
の
部
分
は
、
川
島
信
太
郎
氏
の
「
…
…
日
本
は

安
政
条
約
に
依
つ
て
…
－
柏
居
留
地
を
設
定
し
、
其
の
居
留
地
に
於
て
事
実
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
　
　
　
（
四
三
〇
）

が
行
政
権
を
放
棄
し
た
と
い
ふ
こ
と
が
…
…
大
問
題
で
あ
る
。
居
留
地
の
設
定

は
単
に
領
事
裁
判
権
の
み
な
ら
ず
其
の
地
域
に
於
け
る
行
政
権
、
警
察
権
、
課

税
権
に
至
る
ま
で
放
棄
せ
し
む
る
に
至
つ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る
「
国
の
中

の
小
外
国
」
（
ぎ
窟
誉
目
言
ぎ
冨
誉
）
的
見
解
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
新
史
料
の
発
見
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
史
料
利
用
の
際
の
著
者
の

慎
重
な
態
度
を
挙
げ
た
い
。
幕
末
の
条
文
の
訳
文
は
極
め
て
拙
劣
で
不
明
の
箇

所
や
、
誤
訳
す
ら
少
く
な
い
。
大
山
馬
は
逐
一
訳
文
の
条
文
を
参
照
し
．
引
用

は
後
年
の
改
訳
を
用
い
る
な
ど
極
め
て
注
意
深
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
長
崎

図
書
館
で
発
掘
し
た
「
長
崎
地
所
規
則
」
の
英
文
に
よ
れ
ば
、
内
閣
記
録
局
編

『
法
規
分
類
大
全
』
、
外
務
省
蔵
『
続
通
信
全
覧
』
の
同
規
則
第
九
条
の
訳
文
は

『
右
集
合
の
節
は
出
席
の
コ
ソ
シ
ェ
ル
年
長
の
者
上
座
た
る
べ
く
」
と
あ
る
「
上

座
」
は
「
議
長
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
つ
た
点
で
あ
る
。

四

　
さ
て
以
上
に
よ
つ
て
本
書
の
内
容
と
、
学
界
に
貢
献
す
る
と
思
わ
れ
る
点
を

紹
介
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
二
、
三
望
蜀
の
感
が
あ
る
が
、
私
の
感

想
と
希
望
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
第
一
は
、
居
留
地
に
研
究
の
重
点
が
置
か
れ
過
ぎ
、
日
本
の
条
約
改
正
史
に

お
い
て
そ
れ
が
い
か
な
る
位
置
に
あ
つ
た
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
全
体
像
の
中

で
の
居
留
地
の
姿
が
と
も
す
れ
ば
稀
薄
に
な
り
が
ち
な
点
で
あ
る
。
特
に
第
四

章
は
岩
倉
、
寺
島
、
井
上
、
大
隈
、
陸
奥
と
歴
代
外
務
卿
、
外
相
の
交
渉
の
中

で
居
留
地
の
位
置
付
け
を
問
題
の
提
起
と
い
つ
た
形
で
出
さ
れ
た
ら
読
者
の
理

解
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。



　
第
二
は
政
策
決
定
過
程
、
あ
る
い
は
世
論
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
た
だ
き
た

か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
既
に
稲
生
典
太
郎
氏
が
研
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明

治
政
府
の
条
約
改
正
の
且
標
達
成
が
実
現
さ
れ
得
る
か
否
か
は
、
O
国
際
的
環

境
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
か
否
か
の
間
題
、
⇔
日
本
自
身
の
国
力
充
実
が
、
そ

の
主
張
を
強
く
打
出
し
得
る
や
否
や
、
の
二
つ
の
条
件
に
か
か
つ
て
く
る
と
い

つ
た
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
政
府
が
時
に
応
じ
て
改
正
事
項
中
い
か
な
る
組
合

わ
せ
を
考
え
、
そ
の
中
で
居
留
地
は
い
か
な
る
役
割
を
果
し
た
の
か
、
民
間
は

い
か
な
る
論
点
か
ら
政
府
批
判
を
展
開
し
た
の
か
、
特
に
居
留
地
問
題
は
内
地

雑
居
と
犬
い
に
関
連
が
あ
つ
た
の
で
、
世
論
の
展
開
に
も
触
れ
ら
れ
れ
ば
読
者

の
興
味
は
更
に
増
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
更
に
欲
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ぽ
、
巻
末
参
考
文
献
の
発
行
年
が
な

い
こ
と
は
、
史
料
の
時
代
的
背
景
を
知
る
の
に
不
便
で
あ
る
し
、
研
究
が
詳
細

で
あ
る
だ
け
に
人
名
索
引
、
事
項
索
引
が
あ
れ
ば
、
初
学
者
は
も
と
よ
り
一
読

し
た
後
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
に
と
つ
て
も
便
利
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ

る
。

　
も
と
よ
り
、
完
成
さ
れ
た
書
物
を
前
に
こ
れ
を
あ
れ
こ
れ
あ
げ
つ
ら
う
こ
と

は
易
し
い
。
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
望
蜀
の
感
と
い
う
よ
り
「
な
い
も
の
ね
だ

り
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
本
書
の
価
値
は
、
、
慶
鷹
義
塾
大
学
が

法
学
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
に
足
る
と
認
め
た
学
位
論
文
で
あ
る
こ
と
か
ら

し
て
も
毫
も
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
稲
生
氏
の
「
こ
れ
で
今
後
条
約
改

正
で
学
位
を
と
る
の
は
難
し
く
な
り
ま
し
た
ね
」
と
の
言
は
、
本
書
が
条
約
改

正
史
研
究
の
一
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
共
に
今
後
新
し
い

視
角
か
ら
こ
の
問
題
を
と
り
上
げ
る
人
々
へ
の
エ
ン
カ
レ
ッ
ヂ
と
し
て
聴
ベ
ペ

　
　
　
　
紹
介
と
・
批
評

ぎ
で
あ
ろ
う
。
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
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